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那覇 

　
沖
縄
県
に
占
め
る
、米
軍
基
地
の
面
積
は
、

全
国
の
米
軍
基
地
専
用
施
設
面
積
の
約
75

％
が
集
中
し
、地
域
の
振
興
開
発
や
住
民

の
生
活
に
様
々
な
制
約
を
与
え
て
い
こ
と

は
、テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
、よ
く
ご
存
知

だ
と
思
い
ま
す
。

  

県
で
は
、日
本
政
府
が
行
う
日
米
地
位
協

定
の
運
用
改
定
で
は
、私
た
ち
県
民
が
望

む
解
決
は
で
き
な
い
と
し
て
、そ
の
見
直

し
に
関
す
る
要
請
を
行
い
ま
し
た（
平
成

12
年
8
月
）。さ
ら
に
、各
都
道
府
県
で
も

地
位
協
定
の
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
も
ら

お
う
と
、全
国
的
に
要
請
を
行
い
、平
成
16

年
3
月
現
在
、全
国
29
都
道
府
県
の
議
会

で
日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
が
採
択
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
那
覇
市
で
も
、市
民
・
県
民
の
生
命
財
産

を
守
る
た
め
に
、「
日
米
地
位
協
定
」の
見

直
し
を
早
期
に
実
現
さ
せ
よ
う
と
、内
閣

総
理
大
臣
を
始
め
、関
係
大
臣
へ
要
望
書

を
提
出
し
て
い
ま
す
。

ってナンのコト ！ ？ 

日
米
地
位
協
定
と
は 

要
請
の
主
な
内
容 

日
米
地
位
協
定
の
主
な
内
容 

え
っ
！
米
軍
の
事
件
や
事
故
は

後
を
断
た
な
い
の
に
、日
本
に

守
ら
れ
て
い
る
っ
て
こ
と
？！

嘉手納ラプコン嘉手納ラプコン嘉手納ラプコン嘉手納ラプコン嘉手納ラプコン

市役所の本庁舎では、定期的に日米地位協定の改正 
についての懸垂幕を掲げています 

　飛行機を利用したことがある人は、飛行機が沖縄本島上空を飛ぶとき
に他の地域とは違い、低空で飛んでいることに気がつくでしょう。これ

、沖縄本島上空が通称「嘉手納ラプコン」と呼ばれている米軍の航空管制
域だからです。嘉手納基地から半径約80km、高度約6,000ｍまでの空域と、
米島の半径約50km、高度約1,500ｍの空域は米軍の支配下にあります。米軍
ら許されている民間機の飛行範囲はごくわずかなため、那覇空港を離発着
る民間の航空機は、常に危険な低空飛行を余儀なくされています。 
このような民間空港は那覇空港だけです。また、「嘉手納ラプコン」以外にも、
縄本島周辺には米軍の訓練のため20ヶ所の空域と29ヶ所の水域が設けられ
います。このように、沖縄では基地のある陸地だけではなく、空や海まで
自由に使えない状況が続いています。 

協定日米地位協定 定日米地位協定 定日米地位協定 

ど
う
ぞ
電
気
と
水
道
も

無
料
で
お
使
い
く
だ
さ
い

円柱で示された区域が、嘉手納ラプコン（レーダー管制施設）の管轄空域
です。日本の管轄空域（国土交通省）は、「那覇」の文字のそばにある小さな 
円柱で示される、わずかな空域（半径8km・高度600ｍ）です。 

あなたのまちに自治会はありますか。　　　　　　☎862-9955　市民活動課

   　
日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
、
も
し
、
日
本
が
外
国

か
ら
攻
撃
さ
れ
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
日
本
を

助
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
約
束
を
結
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
が
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
で
す
。
ア
メ

リ
カ
は
、
日
本
を
助
け
る
代
わ
り
に
、
沖
縄
な

ど
日
本
各
地
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
基
地
を
置
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
、

日
本
の
た
め
に
い
る
の
だ
か
ら
、
日
本
で
活
動

し
や
す
い
よ
う
に
、
そ
の
「
地
位
」
を
守
る
た

め
の
協
定
、
「
日
米
地
位
協
定
」
を
結
ん
だ
の

で
す
。
 

 ①
も
し
、
米
兵
が
犯
罪
を
起
こ
し
た
場
合
、
現
行

犯
な
ら
そ
の
場
で
日
本
の
警
察
が
逮
捕
で
き
る
が
、

米
側
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
場
合
は
、
日
本
側
が

起
訴
す
る
ま
で
は
日
本
の
警
察
は
原
則
と
し
て
逮

捕
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

②
使
用
を
許
可
さ
れ
た
施
設
・
区
域
の
運
営
や
管

理
な
ど
の
権
利
は
す
べ
て
米
側
が
持
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
、
そ
の
施
設
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
米
側

　
こ
の
よ
う
に
、
不
平
等
な
内
容
の
協
定
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
 

　
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍

地
位
協
定
の
補
足
協
定
で
は
、
環
境
調
査
等
で

の
基
地
内
立
ち
入
り
権
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

１
９
９
３
年
に
は
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
、
原

則
と
し
て
ド
イ
ツ
国
内
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

を
明
記
し
て
い
ま
す
。
 

  　
県
で
は
、
米
軍
基
地
か
ら
発
生
す
る
事
件
・

事
故
や
環
境
問
題
、
米
軍
人
な
ど
に
よ
る
犯
罪

な
ど
か
ら
「
日
米
地
位
協
定
」
を
、
抜
本
的
に

見
直
そ
う
と
、
平
成
12
年
８
月
に
11
項
目
の
見

直
し
に
関
す
る
要
請
を
日
本
政
府
に
行
い
ま
し

た
。
 

　
な
お
、
最
近
、
日
米
両
国
間
で
新
た
な
運
用

見
直
し
が
合
意
さ
れ
ま
し
た
が
、
根
本
的
な
改

善
と
は
い
え
な
い
内
容
で
し
た
。
 

    ①
米
軍
基
地
内
へ
の
立
ち
入
り
が
、
手
続
き
の
簡

素
化
も
含
め
て
、
円
滑
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。
 

②
米
軍
の
演
習
等
の
実
施
に
対
し
て
、
日
本
国
内

法
を
適
用
す
る
こ
と
。
 

③
米
軍
の
活
動
に
対
し
、
環
境
保
全
に
関
す
る
国

内
法
を
適
用
し
、
環
境
影
響
評
価
調
査
を
義
務
付

け
、
米
軍
が
原
因
者
で
あ
る
環
境
汚
染
に
つ
い
て

は
、
米
軍
が
原
状
回
復
を
行
う
こ
と
。
 

④
返
還
を
予
定
し
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
、
日
米

両
政
府
で
事
前
の
環
境
調
査
や
環
境
浄
化
等
を
行

う
こ
と
。
 

⑤
米
軍
機
は
、
天
候
不
良
、
機
体
の
異
常
、
乗
務

員
の
発
病
等
に
よ
る
緊
急
時
以
外
の
民
間
空
港
の

使
用
は
禁
止
す
る
こ
と
。
 

⑥
米
軍
人
等
の
保
有
す
る
私
有
車
両
に
つ
い
て
は
、

日
本
国
民
の
民
間
車
両
と
同
じ
税
率
で
課
税
す
る

こ
と
。
 

⑦
米
軍
は
、
起
訴
前

の
被
疑
者
の
身
柄
引

市では自治会づくりの
お手伝いをしています。


